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成年被後見人の印鑑登録については住民課までお問合せください。 

登録する本人が来庁できます

か？（登録は、金ケ崎町に住

民登録している15 歳以上の

人に限ります） 

 

顔写真付きの本人確認書 

類（Ａ群から1つ）をお持ち

ですか？ 

①登録する印鑑（注１） 

②本人確認書類（原本） 

※Ａ群のどれか1つをお持ちく

ださい。 

 

①登録する印鑑（注１） 

②委任状 

※登録する本人が自筆したもの 

③代理人の本人確認書類 

※A群から1つ、またはB群から２つを

お持ちください。 

保証人と一緒に来庁できます

か？（保証人は金ケ崎町で印鑑

登録をしている人） 

 

①登録する印鑑（注１） 

②保証人の印鑑登録証 

③保証人の登録印 

以上の３つを持ち、保証人と

一緒に来庁してください。 

①登録する印鑑（注1） 

②本人確認書類（原本）※Ｂ群から2つをお持ちください 

今回は申請で終了です。 

登録する本人の住所地（住民票の住所）宛に、照会書（回答書）を 

郵送します。到着までお待ちください。 

※到着するまでの日数は、2日～１週間位です。 

 

照会書（回答書）が届きましたら、 

もう一度役場までお越しください。 

登録する本人が来庁しますか？ 

①登録する印鑑（注1） 

②照会書（回答書） 

※登録する本人が「回答書」欄と「代理人選任 

届」欄を自署したもの 

③代理人の本人確認書類（原本） 

※Ａ群から１つ、またはＢ群から２つをお持ちく

ださい。 

④代理人の印鑑 

①登録する印鑑（注１） 

②照会書（回答書） 

※登録する本人が「回答書」欄

を自筆したもの 

③本人確認書類（原本） 

※Ａ群から１つ、またはB群から

2つをお持ちください。 

 

【Ａ群】（顔写真付き） 

マイナンバーカード、運転免許証、パ

スポート（日本国旅券）、顔写真付き

の住民基本台帳カード、身体障害者

手帳、療育手帳、運転経歴証明書

（平成24 年4 月1 日以降交付）、在

留カード、特別永住者証明書、その

他官公署発行の顔写真付きの身分

証明書や許可書 

【B群】（顔写真なし） 

健康保険の被保険者証、介護保険

の被保険者証、高齢受給者証、後期

高齢者医療被保険者証、各種年金

手帳、顔写真付きの社員証、官公署

発行の写真付書類の更新中に交 

付される仮証明書や引換証 など 

登録完了（ゴール） 

初回登録料は無料 

再登録料は400円 

証明手数料は1通300円

です。 

登録完了（ゴール） 

初回登録料は無料 

再登録料は400円 

証明手数料は1通300円

です。 



（注1） 

このような印鑑は印鑑登録には使用できませんのでご注意ください 

１ 氏名に称号などを組み合わせたもの 

２ ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの 

３ 一片の長さ８ｍｍの正方形に収まるものまたは一片の長さ２５ｍｍの正方形に収まらないもの 

４ 印影を鮮明に表しにくいもの 

５ 毀損または摩滅しているもの 

６ ふちのないもの、またはふちのかけているもの 

７ 同じ世帯員の登録する印影と同じ印影のもの 

８ 印影が住民票の氏名もしくは氏や名を表していないもの 

  ※住民票に登録されている「ローマ字氏名」 「漢字氏名」 「通称」 「氏名のカタカナ表記」はいずれも 

印鑑登録することができます。ただし、「ローマ字氏名」 「漢字氏名」 「通称」 「氏名のカタカナ表記」 

を相互に組み合わせた印影の印鑑登録はできません。 


